
1/10 

○入札・契約等に関する情報公表要領 

平成28年１月25日 

理事通達第28号 

改正 平成28年10月５日理事通達第14号 

改正 令和３年12月１日理事通達第27号 

１ 目的 

この要領は、福岡北九州高速道路公社（以下「公社」という。）の入札・契約等に関す

る次に掲げる情報を公表するために必要な事項を定める。 

(1) 競争入札参加資格者名簿 

(2) 入札・契約に係る規程等 

(3) 指名停止情報（暴力団関係事業者の排除措置を含む。） 

(4) 工事の競争入札に係る発注、入札結果及び契約に係る情報 

(5) 設計、測量、調査、試験等の業務請負又は業務委託の競争入札に係る発注、入札結

果及び契約に係る情報 

ただし、(4)及び(5)にあっては、下記を除くものとする。 

・軽微な工事（業務） 

・緊急補修工事 

・緊急復旧工事（業務） 

・１件当たりの設計金額が200万円未満のもの 

２ 公表内容 

公表内容は、以下のとおりとする。ただし、理事長の判断により、公表しないことがで

きる。 

前項１(1)から(3)について 

区分 公表内容 公表期間又は公表時期 公表方法 

(1) 競争入札参

加資格者名簿 

・競争入札参加資格者名簿（様

式1） 

・名簿が有効である期間

中 

・閲覧 

・HP掲載 

(2) 入札・契約

に係る規程等 

・入札・契約に関する規程、細

則、通達及び工事の監督・検

査に関する通達 

・常時公表するものとす

る。 

・閲覧又はHP掲載

(3) 指名停止情

報（暴力団関

・指名停止措置（排除措置）の

対象となった業者名、期間、

・当該措置の対象期間 ・閲覧 

・HP掲載 
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係事業者の排

除措置を含

む。） 

理由 

前項１(4)について 

区分 種別 公表内容 公表期間又は公表時

期 

公表方法 

一般競争

入札 

発注 ・工事名、工事場所、工期 

・入札日時 

・一般競争入札参加資格 

・公告後 ・HP掲載 

・電子入札システ

ム 

入札結果・各回入札者、各回入札金額及

び落札業者名（入札者がない

とき、又は再度の入札に付し

ても落札者がないときで随

意契約によることとしたと

きを含む。） 

・総合評価方式の場合、総合評

価に係る点数及び評価値 

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

発注 （競争参加資格者のみ） 

・予定価格 

・最低制限価格 

・低入札調査価格 

・競争参加資格確認通

知時 

・競争参加資格確

認通知書 

（第三者への公表） 

・予定価格 

・最低制限価格 

・低入札調査価格 

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

契約 ・契約の相手方の商号又は名称

及び住所 

・工事名、工事場所、工期、業

種、概要、契約日、契約金額

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて

公表するものとす

る。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 
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工事希望

型指名競

争入札 

発注 ・工事名、工事場所、工期 

・入札日時 

・指名通知日の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

入札結果・技術資料を提出した業者名 

・各回入札者、各回入札金額及

び落札業者名（入札者がない

とき、又は再度の入札に付し

ても落札者がないときで随

意契約によることとしたと

きを含む。） 

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

発注 （指名業者のみ） 

・予定価格 

・最低制限価格 

・指名通知時 ・指名通知書 

（第三者への公表） 

・予定価格 

・最低制限価格 

・指名通知日の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

契約 ・契約の相手方の商号又は名称

及び住所 

・工事名、工事場所、工期、業

種、概要、契約日、契約金額

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて

公表するものとす

る。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 

指名競争

入札 

発注 ・工事名、工事場所、工期 

・入札日時 

・指名業者名及び指名の理由

（様式2） 

・指名通知日の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

※様式2は閲覧の

み 

入札結果・各回入札者、各回入札金額及

び落札業者名（入札者がない

とき、又は再度の入札に付し

ても落札者がないときで随

意契約によることとしたと

きを含む。） 

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 
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発注 （指名業者のみ） 

・予定価格 

・最低制限価格 

・指名通知時 ・指名通知書 

（第三者への公表） 

・予定価格 

・最低制限価格 

・指名通知日の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

契約 ・契約の相手方の商号又は名称

及び住所 

・工事名、工事場所、工期、業

種、概要、契約日、契約金額

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて

公表するものとす

る。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 

随意契約 発注 ・随意契約理由（様式2） ・契約締結後 ・閲覧 

※様式2は閲覧の

み 

契約 ・契約の相手方の商号又は名称

及び住所 

・工事名、工事場所、工期、業

種、概要、契約日、契約金額

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて

公表するものとす

る。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 

前項１(5)について 

区分 種別 公表内容 公表期間又は公表時期 公表方法 

一般競争

入札 

発注 ・業務名、業務場所、業務期

間 

・入札日時 

・一般競争入札参加資格 

・公告後 ・HP掲載 

・電子入札システ

ム 

入札結果 ・各回入札者、各回入札金額

及び落札業者名（入札者が

ないとき、又は再度の入札

に付しても落札者がないと

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 
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きで随意契約によることと

したときを含む。） 

・総合評価方式の場合、総合

評価に係る点数及び評価値

（「料金収受業務」及び「交

通管理管制補助業務」に限

る） 

発注 ・予定価格 ・契約締結後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

・最低制限価格 

（「料金収受業務」に限る）

・契約締結後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

契約 ・契約の相手方の商号又は名

称及び住所 

・業務名、業務場所、業務期

間、業種、概要、契約日、

契約金額 

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて公

表するものとする。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 

公募型競

争入札 

発注 ・業務名、業務場所、業務期

間 

・入札日時 

・指名されるための要件 

・公告後 ・HP掲載 

・電子入札システ

ム 

入札結果 ・各回入札者、各回入札金額

及び落札業者名（入札者が

ないとき、又は再度の入札

に付しても落札者がないと

きで随意契約によることと

したときを含む。） 

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

発注 ・予定価格 ・契約締結後の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

契約 ・契約の相手方の商号又は名

称及び住所 

・業務名、業務場所、業務期

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

・電子入札システ

ム又は閲覧 
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間、業種、概要、契約日、

契約金額 

変更理由と併せて公

表するものとする。 

指名競争

入札 

発注 ・業務名、業務場所、業務期

間・入札日時 

・指名業者名及び指名の理由

（様式2） 

・指名通知日の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

※様式2は閲覧の

み 

入札結果 ・各回入札者、各回入札金額

及び落札業者名（入札者が

ないとき、又は再度の入札

に付しても落札者がないと

きで随意契約によることと

したときを含む。） 

・落札者の決定後 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

発注 ・予定価格 ・契約締結日の翌日 ・電子入札システ

ム又は閲覧 

契約 ・契約の相手方の商号又は名

称及び住所 

・業務名、業務場所、業務期

間、業種、概要、契約日、

契約金額 

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて公

表するものとする。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 

随意契約 発注 ・随意契約理由（様式2） ・契約締結後 ・閲覧 

※様式2は閲覧の

み 

契約 ・契約の相手方の商号又は名

称及び住所 

・業務名、業務場所、業務期

間、業種、概要、契約日、

契約金額 

・契約締結後 

・契約金額の変更を伴

う変更契約締結後、

変更理由と併せて公

表するものとする。 

・電子入札システ

ム又は閲覧 

３ 公表の方法 

１(1)から(3)は、原則として、総務部財務課において閲覧に供する方法又は公社ホーム

ページに掲載する方法により公表するものとする。１(4)及び(5)は、原則として、電子入

札案件については電子入札システム上で行うこととし、紙入札案件については入札結果調
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書に公表事項を記入し、総務部財務課において閲覧に供することにより行う。指名業者名

及び指名の理由並びに随意契約理由については、様式２に公表事項を記入し、総務部財務

課において閲覧に供することにより行う。 

４ 公表の期間 

公表の期間は、原則として指名結果にあっては指名通知日の翌日から入札の日まで、入

札結果及び契約に係る情報にあっては当該事項を公表した日の属する年度及びその翌年

度において、公表するものとする。 

附 則 

１ この通達は、平成28年１月25日から施行する。 

２ この通達の施行日前において、起工していた案件については適用しない。 

附 則（平成28年10月５日理事通達第14号） 

この通達は、平成28年10月５日から施行する。 

附 則（令和３年12月１日理事通達第27号） 

この通達は、令和４年４月１日から施行する。 
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(様式１) 

(様式２) 

 


